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▽
普
通
徴
収
‥
年
金
の
年
額
が

18
万
円
未
満
の
人
（
特
別
徴
収

の
対
象
と
な
ら
な
い
人
）
な
ど

は
、
町
が
送
付
す
る
納
付
書
に

よ
り
、
お
近
く
の
金
融
機
関
ま

た
は
役
場
窓
口
で
、
納
期
限
ま

で
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

普
通
徴
収
の
人
は
、
便
利
な

口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
口
座
振
替
に
す
れ
ば
、
金

融
機
関
等
へ
介
護
保
険
料
を
納

め
に
行
く
手
間
が
省
け
、
納
め

忘
れ
も
な
く
安
心
で
す
。

　

口
座
振
替
を
希
望
す
る
人

は
、
介
護
保
険
料
の
納
付
書
、

預
（
貯
）
金
通
帳
、
印
鑑
（
通

帳
の
届
出
印
）を
お
持
ち
の
上
、

指
定
の
金
融
機
関
窓
口
へ
直
接

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
申
し
込
み
日
に
よ
っ

て
口
座
振
替
の
開
始
月
が
異
な

り
ま
す
。

　

申
し
込
み
さ
れ
た
人
に
は
、

後
日
「
口
座
振
替
開
始
通
知
」

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、
必

ず
開
始
月
を
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。

本　　　算　　　定
第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月

　当該年度の所得
が確定していない
ため、介護保険料
の納期はありませ
ん。

　当該年度の所得確定後、決定した年間介護保険料額を、第
１期（７月）から第９期（３月）までの９回に分けて納めます。
　納期限は毎月末日（末日が土、日、祝日の場合は、指定金
融機関の翌営業日。ただし、12 月は 25 日）となります。
　年度の途中に 65 歳になられた人は、その翌月（１日生ま
れの人はその月）からが納期となります。

　

財
源
構
成
の
変
更

・ 

65
歳
以
上
の
人
（
第
１
号
被

保
険
者
）
が
負
担
す
べ
き
割

合
が
19
％
か
ら
20
％
へ

・ 

40
歳
以
上
64
歳
未
満
の
人

（
第
２
号
被
保
険
者
）
が
負

担
す
べ
き
割
合
が
31
％
か
ら

30
％
へ

　

介
護
保
険
料
基
準
額
の

算
定
に
つ
い
て

　

65
歳
以
上
の
人
の
介
護
保
険

料
は
、
下
図
の
「
介
護
保
険
料

基
準
額
の
決
め
方
」
に
あ
る
よ
う

に
、
第
４
期
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
に

係
る
総
費
用
を
基
に
、
市
町
村
ご

と
に「
基
準
額
」を
決
定
し
ま
す
。

　

本
町
の
平
成
21
年
度
か
ら
23

年
度
ま
で
の
３
年
間
に
必
要
な

総
費
用
を
、
約
49
億
円
と
見
込

み
ま
し
た
。

　

介
護
保
険
制
度
で
は
、
こ
の

総
費
用
の
う
ち
、
実
際
に
介
護

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
際
に
負

担
す
る
１
割
を
差
し
引
い
た
残

り
の
９
割
部
分
を
公
費（
国
・
県
・

町
の
負
担
金
）
と
、
40
歳
以
上
の

人
の
介
護
保
険
料
で
賄
い
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
、
65
歳
以
上
の
人

の
負
担
分
は
、
標
準
で
は
全
体

の
20
％
で
す
が
、
全
国
平
均
に

比
べ
、
後
期
高
齢
者
（
75
歳
以

上
の
人
）
の
割
合
が
少
な
く
、

所
得
水
準
が
高
い
人
が
多
い
本

町
で
は
、
国
か
ら
の
調
整
交
付

金
が
0.7
％
（
標
準
は
５
％
）
と

少
な
い
た
め
、24
・
３
％
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

所
得
段
階
を
細
分
化
し

負
担
を
軽
減

　

こ
う
し
て
決
め
た
介
護
保
険

料
基
準
額
を
基
に
、
本
人
及
び

世
帯
全
員
の
所
得
状
況
な
ど
か

ら
一
人
ひ
と
り
の
介
護
保
険
料

を
決
定
し
ま
す
。

　

第
４
期
で
は
、
低
所
得
者
対

策
と
し
て
、
新
た
に
「
第
４
段

階
の
特
例
」
及
び
「
第
５
段
階
」

を
設
定
し
ま
し
た
。

第
４
期
（
平
成
21
〜
23
年
度
）
の
介
護
保
険
料
が
決
ま
り
ま
し
た

―
第
４
期
介
護
保
険
事
業
計
画
を
策
定
し
、
介
護
保
険
料
を
決
定
し
ま
し
た
―

　

平
成
12
年
度
に
ス
タ
ー
ト
し

た
介
護
保
険
制
度
は
、
今
年
度

で
10
年
目
に
な
り
ま
し
た
。

　

超
高
齢
社
会
の
到
来
が
目
前

に
迫
り
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
必

要
と
す
る
人
が
急
激
に
増
加
す

る
も
の
と
見
込
ま
れ
ま
す
。

65
歳
以
上
の
人
（
第
１
号
被

保
険
者
）
の
介
護
保
険
料
基

準
額
は
、
月
額
４
千
846
円
で

す
。熊野町

12.5％
広島県
12.5％

国
20.0％

調整交付金 0.7％

利用者が
支払った
利 用 料

第１号
被保険者
24.3％

第２号
被保険者
30.0％

熊野町の介護保険事業の財源構成

＋

介護保険料基準額の決め方

＝

各所得段階の介護保険料額（第４期では、新たに「第４段階の特例」及び「第５段階」を設定しました）

階　　　層　　　区　　　分 基準額に
対する割合

介　護　保　険　料

年　　額 月額のめやす

第１段階 生活保護受給者 または世帯全員が住民税非課税で老齢年金受給者 ０.５０ ２９,０７６円 ２,４２３円

第２段階 世帯全員が住民税非課税で合計所得金額および課税年金収入額の合計が８０万円以下の人 ０.６０ ３４,８９１円 ２,９０７円

第３段階 世帯全員が住民税非課税で第２段階に該当しない人 ０.７５ ４３,６１４円 ３,６３４円

第４段階
の特例

本人のみが住民税非課税者（同じ世帯に住民税課税者がいる場合）で、
合計所得金額および課税年金の合計が８０万円以下の人 ０.８５ ４９,４２９円 ４,１１９円

第４段階
（基準額）

本人のみが住民税非課税者（同じ世帯に住民税課税者がいる場合）で、
第４段階の特例に該当しない人 １.００ ５８,１５２円 ４,８４６円

第５段階 本人が住民税課税者で合計所得金額が１２５万円未満の人 １.１５ ６６,８７４円 ５,５７２円

第６段階 本人が住民税課税者で合計所得金額が１２５万円以上２００万円未満の人 １.２５ ７２,６９０円 ６,０５７円

第７段階 本人が住民税課税者で合計所得金額が２００万円以上４００万円未満の人 １.５０ ８７,２２８円 ７,２６９円

第８段階 本人が住民税課税者で合計所得金額が４００万円以上の人 １.７５ １０１,７６６円 ８,４８０円

熊野町の 65 歳以上（第１号被保険者）の人口

×熊野町で必要なサービスの総費用 65 歳以上の人の保険料負担分 24.3％
熊野町の
保険料基準額

　

介
護
保
険
料
の
納
め
方

　

40
歳
以
上
64
歳
未
満
の
人
の

介
護
保
険
料
は
、
ご
加
入
の
医

療
保
険
（
国
民
健
康
保
険
や
社

会
保
険
な
ど
）
の
保
険
税
（
料
）

に
介
護
保
険
料
分
が
含
ま
れ
て

い
ま
す
。

　

65
歳
以
上
の
人
は
、
65
歳
に

な
っ
た
月
（
１
日
生
ま
れ
の
人

は
そ
の
前
月
）
分
か
ら
医
療
保

険
と
は
別
に
納
め
ま
す
。

　

65
歳
以
上
の
人
の
介
護
保
険

料
の
納
め
方
は
、特
別
徴
収（
年

金
か
ら
の
天
引
き
）
と
普
通
徴

収
（
納
付
書
払
い
・
口
座
振
替
）

の
２
種
類
に
分
か
れ
ま
す
。

▽
特
別
徴
収
‥
老
齢
・
退
職
年

金
、
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
の

受
給
者
で
、
年
金
の
年
額
が

18
万
円
以
上
の
人
は
、
年
６
回

あ
る
年
金
の
定
期
支
払
い
の
際

に
、
そ
の
受
給
額
か
ら
介
護
保

険
料
が
あ
ら
か
じ
め
差
し
引
か

れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
人
は
年
金
か

ら
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
な
い

た
め
、普
通
徴
収
と
な
り
ま
す
。

・ 

年
金
の
年
額
が
18
万
円
未
満

の
人

・ 

年
度
の
途
中
で
65
歳
に
な
っ

た
人

・ 

年
度
の
途
中
で
熊
野
町
へ
転

入
し
て
き
た
人

・ 

年
度
の
途
中
で
年
金
の
受
給

が
始
ま
っ
た
人

・ 

年
金
が
一
時
差
し
止
め
に

な
っ
た
人

　

確
定
後
の
介
護
保
険
料
は
、

毎
年
７
月
中
旬
ご
ろ
通
知
し
ま

す
の
で
、確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

介
護
保
険
は
、
介
護
や
支
援

が
必
要
な
人
を
み
ん
な
で
支
え

る
制
度
で
す
。

　

引
き
続
き
介
護
保
険
料
の
納

付
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
福
祉
課
に
お
問

い
合
せ
く
だ
さ
い
。

福
祉
課

820
‐
５
６
０
５

指
定
金
融
機
関

○
広
島
県
信
用
組
合
○
安
芸

農
業
協
同
組
合
○
広
島
銀
行

○
も
み
じ
銀
行
○
呉
信
用
金

庫
○
広
島
信
用
金
庫
○
中
国

５
県
の
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
ま
た

は
郵
便
局

仮　　　徴　　　収 本　　　徴　　　収
第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期
（４月） （６月） （８月） （10 月） （12 月） （２月）

　当該年度の所得が確定するまでの間、
前年度から引き続き特別徴収の人は前年
度の２月分と同じ金額（年度の途中から
特別徴収が始まる人は、前年度の所得段
階の年額を納期の回数で割った額）が差
し引かれます。

　当該年度の所得確定後、決定した年
間介護保険料から仮徴収分（第１期～
第３期分）を差し引いた額を、残りの
納期３回で割った額が差し引かれます。

普通徴収の納期

特別徴収の納期

第４期（平成21～23年度）
の介護保険料が決まりました


